
〔事業の概要〕

( )522

内線

平成

44

4 月

事務事業

30 年度

小林　望 担当者名 西山　浩平

47,000 47,000

開始年度

作成日 日

事務事業名

平成 30 年

年度までの性格
毎年繰返事業

11
事務事業マネジメントシート

（簡易シート）

事業期間
昭和 年度から

組合議会費負担金事業

所属
部門

消防庶務課 庶務係 課長名

円 51,909人件費計（B)

89,010 47,00098,909

42,010

円

年間

人 6

0.0063

　消防事務の共同処理方式として地方自治法で定められている、一部消防事務組合を昭和４４年４月に芽室町、清水
町の２町で「清水・芽室地区消防事務組合」を発足する。昭和４５年４月に新得町が加入し３町で「西十勝消防事務組
合」に改称し、昭和４９年７月から平成２７年３月まで名称を「西十勝消防組合」とした。その西十勝消防組合の議決機
関である組合議会に負担金を支出する。
　平成２８年４月から十勝管内１９市町村の消防機関が統合され、「とかち広域消防事務組合」が発足し、その組合議
会に負担金を支出する。

改革・改善実施の方向性 現状維持

　とかち広域消防事務組合が設立され、高機能指令センターやデジタル無線の運用が開始された。組合議会は十勝
管内１９市町村から合計３８名の議員が選出され、市町村民へのサービス向上に努める。
　事業費が全額消防組合議会に対する負担金で、定められた負担率により支出額が決定するため、芽室町単独での
削減は困難である。

内　訳 単位
28年度
（実績）

29年度
（実績）

30年度
（予算）

円

安全安心に暮らせる生活環境づくり

簡易シートを
選択した理由

消防・救急の充実施策名

総合
計画
体系

根拠
法令

消防組織法

政策名

快適で安全安心な暮らしを支えるまちづくり基本目標

円

〔改革・改善案の概要〕

円

7

投
入
量

国・道支出金

地方債

その他（使用料等）

一般財源

事業費計（A)

事
業
費

 正職員従事人数 7

0.0054
人
件
費

トータルコスト（A)+（B)

円

円

47,000 47,000

 人工数(業務量)

47,000

47,000

予算を伴わない事業 政策体系に結びつかない事業

計上予算が負担金、繰出金のみの事業 法定受託事務



( )

現状把握の部（Dｏ） → 現在やっていること
◇事務事業の目的と効果
 1.手段（事業の概要）

 3.意図（この事業によって、対象をどのようにしたいか）

 4.結果（どんな結果に結び付けるのか）

→

①
②
③
①
②
③
①
②
③
①
②
③

◇事務事業の環境変化

 
1,549,714

9

人

 人工数(業務量)

活動指標
368

回
施設

人件費計（B）

11回

7,859
人

円

41

対象指標 世帯

 

18,660

663

55
15

7,897
18,809 18,660

 

 

内　訳 (実績)
28年度

事業費計（A） 30,747,000

(実績)
30年度

事
業
費 円

円

円
 地　 方　 債

 国・道支出金

 その他(使用料等)
投
入
量

円
円

 正職員従事人数

 一 般 財 源 30,747,000

・危険物施設及び防火対象物の立入検査を実施し、火災の予防、警戒を強
化し、町民の生命、身体及び財産を未然に火災から保護することを目的とす
る。救命率向上のため救急業務はもとより、応急手当の普及啓発活動を実
施。消防庁舎は防災拠点となるため、庁舎の保守点検を行い設備性能の保
持を図る。

総合
計画
体系

芽室消防署費負担金1

回救急法講習

1

施策名

安全安心に暮らせる生活環境づくり

8

②

法令根拠

消防・救急の充実

基本目標

政策名

快適で安全安心な暮らしを支えるまちづくり

事業期間

月 14

予算上の事業名

30 年度

目

内線
消防庶務課 庶務係

日

所属
部門

事務事業名 芽室消防署活動事業

平成 事務事業マネジメントシート 
事務事業
の性格

小林　　望課長名

予算
科目

会計区分 款 項

①

名　　称

危険物施設・防火対象物立入検査 施設

年度から
年度まで

作成日 平成 30 年 4

開始年度 昭和
毎年繰返事業

一般

 5.活動指標（手段や活動内容を表す指標）
単　位

担当者名
内線番号

白川　　諭
522

44

消防組織法

世帯世帯

単　位

③ 庁舎設備の保守点検 回

人住民①

②

 6.対象指標（対象の大きさを表す指標）

名　　称

①

単　位

③

（目標)
34年度

③ 救助出動件数 件

 8.上位成果指標（結果の達成度を表す指標）

③

単　位

救急出動件数 件②

無

名　　称

火災出動件数 件

32年度

0

（目標)

(年度から）

30,263,000
30,263,000

561

0 0

事務事業及び各指標の変更

33

320

有

34,356,000
34,356,000

34,356,00030,263,000

・多様化する各種災害に対し活動体制や施設を整備し、災害に強いまちづく
りを推進するため、災害発生件数の減少、救命率の向上、庁舎設備性能の
低下防止。

・地域住民、各事業所、消防庁舎

人

円設備の維持・増強に要した経費

（目標)（目標)
33年度31年度

(予算・目標)単位 29年度

・火災の予防
・警防活動（消火活動、救助活動、危険排除等）
・救急業務

◇総事業費・指標等の推移

②

 7.成果指標（意図の達成度合を表す指標）

各種講習会への参加人数

①

件

名　　称

災害出動件数

2,200

12

 1.この事務事業を開始した背景

円

件

 2.事務事業を取り巻く状況と今後の予測（どう変わったか、どうなるか）

件

5

8
上位成果指標 719 709 650

 

18

1,738,984
12

件
 
 

0

2,908

　発災時の地域防災の即戦力として期待が大きく、すべてを想定内に抑えるた
めに高度な技術と知識が必須となっている。
　救命率の向上、さらには傷病者の社会復帰のために、救急講習会を通じてＡ
ＥＤを含めた応急手当の必要性や重要性を広くＰＲする必要がある。
　住宅用火災警報器の設置義務化に伴う広報及び指導が必須である。

　消防組織法第11条第1項の規定に基づき、西十勝消防組合消防
本部及び消防署の設置等に関する条例が昭和44年3月に制定され
る。その後、西十勝消防組合が解散となり、とかち広域消防事務組
合が組織され、同設置等に関する条例が平成27年5月に定められ
た。
　消防本部及び消防署が設置され、火災の予防、災害の警戒及び
防除、救急業務活動の能率的な運営が図られている。

成果指標
1,315,574

2,603

 2.対象（何を対象にしているか～人、公共施設、自然資源など）

740 739

13
39

7,897

件

30,747,000

31人

トータルコスト(A)＋(B)

年間
人
件
費

31

円



◇町民等からの意見・要望 → 町民の声をどう反映させたのかをシート下段の改善・改革の概要に明記

 意見がある　【具体例↓】  特定できる意見がない

評価の部（Sｅｅ） → 29年度実績からみた評価
 必要性はある　【理由↓】  必要性はない　【理由↓】

 拡大・縮小できる　【→改革改善案へ】  拡大・縮小できない　【理由↓】

 向上できる　【→改革改善案へ】  向上できない　【理由↓】

 廃止・休止・統廃合で影響がある　【理由↓】  影響がない　【→改革改善案へ】

 削減できる　【→改革改善案へ】  削減できない　【理由↓】

 受益・負担が適正である　【理由↓】  受益・負担が適正でない【→改革改善案へ】

改革・改善の部（Plan） → 上記の町民等の意見・要望や評価結果を受けた改革案・今後(30年度以降)の計画

効
率
性
評
価

公
平
性
評
価

6.受益と負担の適正化余地

なぜ、この事務事業は税金を
投入して、町が行わなければ
ならないのか

　消防組織法第６条　市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。
　消防組織法第８条　市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。

予防活動、救急講習の減少が住民の防災意識等の低下を招き、住民の安全安心の暮らしが脅かされ
る。
消防庁舎、設備等の機器低下に結びつく。
職員の減少は戦力低下につながり災害に対応できなくなる。

予防活動の実施回数を増やし、防火対策の徹底を図る。
応急手当の必要性や重要性をＰＲすることにより、救急講習会への受講者の増加が見込まれ、多くの地
域住民に応急手当を理解していただく。また、再講習により高度な知識を身につけ、救命率の向上を図
る。

維持

改革・改善実施の方向性 1.改革・改善案の概要（現状で想定される課題や解決策がある場合には合わせて記入）

 この事務事業に対して、町民から
 のホットボイスなどの広聴制度、
 また、議会や関係者からの意
 見・要望が寄せられているか

目
的
妥
当
性
評
価

受益が限定されたり、費用負担を求める事業ではない。

※反映させた具体案はシート下段の改善・改革の概要に明記

有
効
性
評
価

3.成果の向上余地

芽室消防署活動事業

 2.改革・改善による期待成果

業務改善

庶務係

○

維持

　とかち広域消防事務組合に運営開始から３年目となり、より効率的、効果的な出動態勢、事務執行
を確立します。
　全職員に対し、10年経過した安全管理を目的とした安全装備品、大雨・洪水被害への天災に備える
ための雨合羽を更新します（どちらも３カ年計画の３年目）。
　消防隊員用空気呼吸器を更新します（10カ年計画の９年目）。
　使用期限のある空気呼吸器用ボンベの更新、及び不足分を増強します（7カ年計画の２年目）。

削減

向上

コスト

増加

目的拡充

1.町民等からの意見・要望

1.町の関与の必要性

所属部門事務事業名

5.事業費（トータルコスト）の
　削減余地

成果を下げずに事業費・業務
時間を縮減する手段・方策は
ないか

事務事業を廃止・休止・統廃合
した場合、支障があるか

4.廃止・休止・類似事業との
　統廃合余地

成
果

2.対象と意図の拡大・縮小
　余地

対象・意図を広げたり、逆に狭
めたりすることはできないか

予防活動、救急講習の廃止・休止は住民の防災意識の低下を招く。
消防庁舎、設備機器に不都合が生じ災害対応ができなくなる。
消防組織法の規定から廃止、休止はできない。
類似事業がなく、専門的知識を必要とするため現状ではほかの手段がない。

事務事業の成果指標をさらに
伸ばすことができるか

消防庶務課

30
年
度
の
取
組

低下

31
年
度
以
降
の
取
組

　地震・洪水・台風被害等の発生が絶えず、災害対応における消防力が欠かせない状況にあります。地域住民の安全安心を守るために
も、災害現場での隊員の安全装備品の充実は欠かすことができません。
　消防隊員用空気呼吸器を継続して更新予定。
　使用期限のある空気呼吸器用ボンベの更新、及び不足分の増強を継続して実施予定。
　パソコン賃貸借期間終了に伴い、パソコンを更新予定。
　災害現場を確認するための通信室壁掛地図の更新を予定。
　救急用訓練人形の更新を組合予算編成要領に基づき施設費から署費へ変更した。

※町民等の意見・要望に対する検討結果

複雑多様化する災害及び救急業務への対応が求められる中で、専門的知識を必要とし削減することが
できない。

提供すべき対象へ提供できて
いるか、費用負担が適切にな
っているか



( )

現状把握の部（Dｏ） → 現在やっていること
◇事務事業の目的と効果
 1.手段（事業の概要）

 3.意図（この事業によって、対象をどのようにしたいか）

 4.結果（どんな結果に結び付けるのか）

→

①
②
③
①
②
③
①
②
③
①
②
③

◇事務事業の環境変化

 2.対象（何を対象にしているか～人、公共施設、自然資源など）

53 58

0
0

53

回

4,890,000

人

トータルコスト(A)＋(B)

年間
人
件
費 円

0

299

　厳しい財政状況下で、庁舎老朽改修を含めた消防施設整備、消防車両整備、
救急体制整備、多様化する災害に対応するため専門資器材整備等を行うことと
なる。各種災害に安定して対応できる態勢を整えていく。
　消防広域化に伴い、消防水利の財産所管が芽室町へ移管されたことから、平
成３０年度より、 芽室消防署施設整備事業内の防火水槽に係わる事業が防火
水槽管理事務（新規立ち上げ事業）へ移行となった。

　消防は、災害や事故の多様化、都市構造の複雑化、住民
ニーズの多様化等の消防を取り巻く環境の変化に的確に対
応し、今後とも住民の生命、身体及び財産を守る責務を全う
する必要があるため消防施設、消防車両整備等を行う。ま
た、救急需要の増大、高度化、予防業務の専門化等への対
応が求められており、今後、住民ニーズを踏まえ、消防力の
整備充実を一層図っていく必要がある。

成果指標

7:39  
4:21 4:50 3:30

9:10

 1.この事務事業を開始した背景

分・秒

 2.事務事業を取り巻く状況と今後の予測（どう変わったか、どうなるか）

分・秒 8:00
上位成果指標

　消防施設、消防車両整備、消防水利整備、救急・救助体制等を整えることに
より、災害時の被害拡大防止を図り、地域住民の安全性を確保し各種災害に
よる被害を軽減する。

　災害等から保護する地域住民
　消防庁舎、消防車両等、消防水利、各種消防資器材等

基

（目標)（目標)
33年度31年度

(予算・目標)単位 29年度

　地域住民の安全確保と、安全安心に暮らせる生活環境づくりに寄与する。ま
た、消防施設、消防車両整備、消防水利整備、救急・救助体制整備等を整え
ることにより現場到着までの時間短縮を目指す。

◇総事業費・指標等の推移

②

 7.成果指標（意図の達成度合を表す指標）

①

回

名　　称

点検・巡回

6,456,000

0

0 0

事務事業及び各指標の変更

0

有

11,832,000
11,832,000

11,832,0006,456,000 0

（目標)

(年度から）

6,456,000

①

単　位

③ 消火栓

（目標)
34年度

③

 8.上位成果指標（結果の達成度を表す指標）

③

単　位

救急出動→現場到着時間 分・秒②

無

名　　称

火災出動→現場到着時間 分・秒

32年度

基防火水槽

単　位

③ 緊急広報設備 基

台消防・救急車両①

②

 6.対象指標（対象の大きさを表す指標）

名　　称

①

名　　称

防火水槽設置 基

年度から
年度まで

作成日 平成 30 年 5

開始年度 昭和
毎年繰返事業

一般

 5.活動指標（手段や活動内容を表す指標）

単　位

担当者名
内線番号

三浦　寛史
522

44

消防組織法

所属
部門

事務事業名 芽室消防施設整備事業

平成 事務事業マネジメントシート 
事務事業
の性格

小林　望課長名

予算
科目

会計区分 款 項

平成事業期間

月 21

予算上の事業名

30 年度

目

内線
消防庶務課 庶務係

日

　消防施設整備（耐震改修工事及び一部老朽改修工事の増強・通信指令装
置及び消防消防無線更新完了に伴う指令台の撤去）、消防車両整備（消防
車・資機材の更新）、消防水利整備（消火栓・防火水槽の増強）、救急・救助体
制整備（救急車の更新・救急・救助資機材の更新）

総合
計画
体系

芽室消防施設費負担金1

台消防・救急車両の更新

1

施策名

安全安心に暮らせる生活環境づくり

8

②

法令根拠

消防・救急の充実

基本目標

政策名

快適で安全安心な暮らしを支えるまちづくり

内　訳 (実績)
28年度

事業費計（A） 4,890,000

(実績)
30年度

事
業
費 円

円

円
 地　 方　 債

 国・道支出金

 その他(使用料等)
投
入
量

円
円

 正職員従事人数

 一 般 財 源 4,890,000

8

58

0
0

53
8

299

8
 
 

 

299

 

 人工数(業務量)

活動指標
0

台
基

人件費計（B）

0基

54
台

円

0

対象指標 基
基

予算額

移動タンク貯蔵所立入検査　２日間
危険物施設立入検査　　　　１２日間
農村部防火査察　　　　　　　　０日間
防火対象物立入検査　　　　４４日間

芽室Ｔ１、芽室水槽１、芽室救助１、
芽室２号、芽室救急１、芽室救急２、
芽室広報１、芽室指揮１

財産登録している防火水槽
防火水槽新設　１基
防火水槽撤去　１基

防火水槽撤去　１基



◇町民等からの意見・要望 → 町民の声をどう反映させたのかをシート下段の改善・改革の概要に明記

 意見がある　【具体例↓】  特定できる意見がない

評価の部（Sｅｅ） → 29年度実績からみた評価
 必要性はある　【理由↓】  必要性はない　【理由↓】

 拡大・縮小できる　【→改革改善案へ】  拡大・縮小できない　【理由↓】

 向上できる　【→改革改善案へ】  向上できない　【理由↓】

 廃止・休止・統廃合で影響がある　【理由↓】  影響がない　【→改革改善案へ】

 削減できる　【→改革改善案へ】  削減できない　【理由↓】

 受益・負担が適正である　【理由↓】  受益・負担が適正でない【→改革改善案へ】

改革・改善の部（Plan） → 上記の町民等の意見・要望や評価結果を受けた改革案・今後(30年度以降)の計画

31
年
度
以
降
の
取
組

　地震・洪水・台風被害等の発生が絶えず、災害対応における消防力が欠かせない状況にあります。地域住民の安心安全を守るためには職
員の資質及び技術の向上はもちろんのこと、あらゆる災害現場へ対応できる能力が求められております。それに伴い資機材も多機能をもち
合わせた機材へ変化してきています。
　消防施設整備事業としては、引き続き庁舎老朽部分の改修工事、消防車両の更新（救助工作車及び広報車Ｈ３１年度、指揮車Ｈ３２年度、
署化学車Ｈ３３年度）を行います。なお、応急手当普及啓発活動のため救命講習用訓練人形は芽室消防署活動事業へ移行し更新を行う計
画です。

※町民等の意見・要望に対する検討結果

　複雑多様化する各種災害に対応するために事業費の削減は困難である。

提供すべき対象へ提供できて
いるか、費用負担が適切にな
っているか

30
年
度
の
取
組

低下

　事業の廃止により、整備計画通りに進むことができなければ出動体制に支障が生じる。
　他に同じ目的の事業がないため統廃合することができない。

事務事業の成果指標をさらに
伸ばすことができるか

消防庶務課

5.事業費（トータルコスト）の
　削減余地

成果を下げずに事業費・業務
時間を縮減する手段・方策は
ないか

事務事業を廃止・休止・統廃合
した場合、支障があるか

4.廃止・休止・類似事業との
　統廃合余地

成
果

2.対象と意図の拡大・縮小
　余地

対象・意図を広げたり、逆に狭
めたりすることはできないか

1.町民等からの意見・要望

1.町の関与の必要性

事務事業名

○

維持

　平成２８年４月から消防広域化が始まり新たな体制の下、地域住民の安全安心を守るため、救急資
機材（自動心臓マッサージ器）及び応急手当普及啓発活動のため救命講習用訓練人形を更新。平成２
８年に発生した、台風１０号での水害を受け、水難救助事案に対応した、水難救助資機材一式の整備。
現場の正確な位置、最短ルートを把握する車両運用端末装置配備変更することで、活動向上に繋げ
る。(芽室水槽１)。大災害発生時の一時避難場所、応援隊の受入場所として活用が見込まれる集会用
テント（３年目）の整備。複雑多様化する災害等に対応するためにも、どれも欠かすことの出来ない事業
である。
　なお、消防広域化に伴い、平成３０年度より、 芽室消防署施設整備事業内の防火水槽に係わる事業
が防火水槽管理事務（新規立ち上げ事業）へ移行となった。

削減

向上

コスト

増加

目的拡充

 2.改革・改善による期待成果

庶務係

効
率
性
評
価

公
平
性
評
価

6.受益と負担の適正化余地

なぜ、この事務事業は税金を
投入して、町が行わなければ
ならないのか

『快適で安全安心な暮らしを支えるまちづくり』の提供は地方自治の基本的な政策要素であり『災害に強い
まちづくりの推進』という施策は町の対応として必然的なものである。

　地域住民の安全安心のため、対策・意図は適切で必要である。

　適切な消防施設整備、消防車両整備、救急・救助体制整備等の実行により、消防力・防災体制強化・
出動体制の充実が図れる。

維持

改革・改善実施の方向性 1.改革・改善案の概要（現状で想定される課題や解決策がある場合には合わせて記入）

 この事務事業に対して、町民から
 のホットボイスなどの広聴制度、
 また、議会や関係者からの意
 見・要望が寄せられているか

目
的
妥
当
性
評
価

　受益が限定されたり、費用負担を求める事業ではない。

※反映させた具体案はシート下段の改善・改革の概要に明記

有
効
性
評
価

3.成果の向上余地

芽室消防施設整備事業



〔事業の概要〕

( )522

内線

平成

28

4 月

事務事業

30 年度

小林　望 担当者名 西山　浩平

254,749,000 267,465,000

開始年度

作成日 日

事務事業名

平成 30 年

年度までの性格
毎年繰返事業

11
事務事業マネジメントシート

（簡易シート）

事業期間
平成 年度から

職員給与支払事務(消防)

所属
部門

消防庶務課 庶務係 課長名

円 126,065人件費計（B)

254,850,912 267,465,000249,281,065

101,912

円

年間

人 6

0.0153

　職員の給与・各種手当の支出、北海道市町村職員共済組合、北海道市町村退職手当組合への掛金・負担金の支
出を実施している。また、給与統計にかかる事務等の給与に関する業務全般を実施。

改革・改善実施の方向性 現状維持

　給与表や各種手当の度重なる改正等により、給与支払事務は複雑化している。
　また、今後はとかち広域消防事務組合において構成市町村の給与・手当統一化を図ろうとしている。
引き続き適正な事務に努めるとともに、上記に対応出来るよう、また業務を円滑に処理できるよう、事務処理要領を作
成し、係内でのチェック体制をさらに整えていく。

内　訳 単位
28年度
（実績）

29年度
（実績）

30年度
（予算）

円

安全安心に暮らせる生活環境づくり

簡易シートを
選択した理由

消防・救急の充実施策名

総合
計画
体系

根拠
法令

芽室町職員の給与に関する条例及び同施行規則
とかち広域消防事務組合職員給与条例及び同施行規
則

政策名

快適で安全安心な暮らしを支えるまちづくり基本目標

円

〔改革・改善案の概要〕

円

7

投
入
量

国・道支出金

地方債

その他（使用料等）

一般財源

事業費計（A)

事
業
費

 正職員従事人数 7

0.0131
人
件
費

トータルコスト（A)+（B)

円

円

249,155,000 254,749,000

 人工数(業務量)

267,465,000

249,155,000

予算を伴わない事業 政策体系に結びつかない事業

計上予算が負担金、繰出金のみの事業 法定受託事務



〔事業の概要〕

( )522

内線

平成

28

4 月

事務事業

30 年度

小林　望 担当者名 西山　浩平

6,984,000 7,584,000

開始年度

作成日 日

事務事業名

平成 30 年

年度までの性格
毎年繰返事業

11
事務事業マネジメントシート

（簡易シート）

事業期間
平成 年度から

組合運営費等負担金事業

所属
部門

消防庶務課 庶務係 課長名

円 51,909人件費計（B)

7,026,010 7,584,0003,300,909

42,010

円

年間

人 6

0.0063

　消防組織法第３１条で、消防の体制の整備及び確立を図ることを旨として、市町村の消防の広域化を行われなけれ
ばならないと定められている。
　平成２８年４月から消防事務の共同処理を行うため、また、消防救急無線のデジタル化、高機能指令センターの整
備のために十勝管内１９市町村の消防機関が統合され、事務組合（とかち広域消防事務組合）を設立し、その消防事
務を総括する機関が消防本部（とかち広域消防局）であり、帯広市に設置される。その組合運営に負担金を支出して
いる。

改革・改善実施の方向性 現状維持

　組合内住民の安心安全な生活環境づくりのため、組合消防体制の強化及び円滑な運営。

内　訳 単位
28年度
（実績）

29年度
（実績）

30年度
（予算）

円

安全安心に暮らせる生活環境づくり

簡易シートを
選択した理由

消防・救急の充実施策名

総合
計画
体系

根拠
法令

消防組織法

政策名

快適で安全安心な暮らしを支えるまちづくり基本目標

円

〔改革・改善案の概要〕

円

7

投
入
量

国・道支出金

地方債

その他（使用料等）

一般財源

事業費計（A)

事
業
費

 正職員従事人数 7

0.0054
人
件
費

トータルコスト（A)+（B)

円

円

3,249,000 6,984,000

 人工数(業務量)

7,584,000

3,249,000

予算を伴わない事業 政策体系に結びつかない事業

計上予算が負担金、繰出金のみの事業 法定受託事務


